
田野町給食センター調理・配送等業務委託プロポーザル募集要領 
 

１．募集要項について 

  田野町（以下「町」という）では、令和７年度から田野町給食センターの調理・配送等業務を民間事業

者に委託するため、下記のとおり公募型プロポーザル（企画提案）方式による民間事業者の募集を行い

ます。 

  この募集要領は、調理・配送等業務委託に係る民間事業者の募集に関して、必要な事項を定めたもの

です。 

 

２．業務の概要 

（１）業務の名称 

   田野町給食センター調理・配送等業務委託 

（２）業務場所 

   田野町給食センター：田野町１５９４番地他 

（３）委託期間 

   令和７年４月１日から令和１０年３月３１日までの３年間 

（４）業務内容 

   別紙田野町給食センター調理・配送等業務委託仕様書のとおり 

（５）提案限度額（単年） 

   ２，７００万円（消費税及び地方消費税を除く。） 

 

３．参加資格 

（１）参加要件 

   参加事業者は、次の要件を全て満たしていることとします。 

ア 法人格を有し、本委託業務を円滑に遂行できるよう、安定的かつ健全な財務能力を有しているこ  

   と。 

  イ 厚生労働省作成「大量調理施設衛生管理マニュアル」に定められている「同一メニューを1回300

食以上又は１日750食以上を提供する調理施設」での調理業務を３年以上経験していること。高知

県内で学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）に規定する学校給食の実施に必要な施設での調理

業務の経験を３年以上有し、または学校調理業務の経験が３年未満であっても、現に学校調理業務

の委託契約を３件以上締結していること。なお、事故等緊急時の人員配置減に備え、高知市以東で

学校調理業務の委託契約を締結していること。 

  ウ 町との連絡・調整が速やかに行えるように、高知県内に本社、支社、事業所のいずれかを本委託

業務開始までに有していること。 

  エ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者。 

  オ 参加表明書兼参加資格審査申請書の提出期限の日以降において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）に基づく更生手続き又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手

続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

  カ 最近１年間の法人税、消費税及び市町村税を滞納していない者。 

  キ 過去３年以内に学校給食において、食品衛生法の営業停止処分を受けていない者。 

  ケ 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その

執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年以上経過している者。 



  コ 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５４条から第５６条までの規定により許可を取り消

され、その取り消しの日から起算して２年以上経過している者。 

  サ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定

する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

  シ 参加表明書兼参加資格審査申請書の提出期限日以降において、田野町から指名停止処分を受けて

いないこと。なお、参加表明書兼参加資格審査申請書の提出日から契約締結までの間に、田野町か

ら指名停止の措置を受けたときは、参加資格を喪失するものとする。 

（２）参加資格の基準日 

   参加資格の基準日は、参加表明書兼参加資格審査申請書の提出日を基準とする。ただし、参加表明

書兼参加資格審査申請書受理後から委託事業者が決定するまでに参加者の備えるべき要件を欠くよう

な事態が生じた場合には失格とします。 

（３）参加に関する留意事項 

  ア 参加事業者は、提案書の提出をもって募集要領の記載内容を承諾したものとみなします。 

  イ 参加に関して必要な費用は、参加事業者の負担とします。 

  ウ 参加に関して使用する言語は日本語とし、単位は計量法（平成４年法律第５１号）に定めるもの

とし、通貨単位は円とします。 

  エ 参加事業者から募集要領に基づいて提出される書類の著作権は、原則として書類の作成者に帰属

します。ただし、町は必要があるときは募集要領等に基づき提出される書類の内容を無償で使用す

ることができるものとします。なお、選定にかかる公表等を行う場合には、応募書類の内容の一部

を使用する場合があります。 

  オ 提出された書類については、変更できないものとし、またその理由に係らず返却いたしません。 

  カ 町が提示する資料は、参加に係る検討以外の目的で使用することを禁止します。また、この検討

の範囲内であっても、町の了承を得ることなく、第三者に対してこれを使用させ、または、内容を

掲示することを禁止します。 

  キ 参加表明書兼参加資格審査申請書提出日から委託事業者が決定されるまでの間に、次のいずれか

に該当する場合の応募は無効とします。 

  （ア）参加事業者が不渡手形又は不渡小切手を出した場合 

  （イ）同一の参加事業者が複数の提案を行った場合 

  （ウ）同一事項に対し、２通り以上の書類が提出された場合 

  （エ）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

  （オ）虚偽の内容が記載されている場合 

  （カ）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

  （キ）著しく信義に反する行為があった場合 

（４）その他 

  ア 町が提出する資料及び質問への回答書は、本募集要領等と一体のものとして、同等の効力を有す

るものとします。 

  イ 本募集要領に定めるものの他、参加に当たって必要な事項が生じた場合には、参加事業者に通知

します。 

  ウ 選考結果についての不服及び異議申し立ては認めません。 

 

 

 



４．参加手続 

  事業実施のスケジュールは以下のとおりです。ただし、受付は午前８時３０分～午後５時までとし、

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日には行いません。 

参加書類の交付、公表 令和６年１１月５日（火） 

募集要領に関する質問の受付期限 令和６年１１月１８日（月） 

質問の回答 令和６年１１月２２日（金） 

参加表明書兼参加資格審査申請書受付期限 令和６年１２月２０日（金） 

提案書類の受付 令和６年１２月２３日（月）～１２月２７日（金） 

提案書のプレゼンテーション及びヒアリング審査 令和７年１月上旬 

審査結果通知 令和７年１月上旬 

業務委託予定事業者の決定 令和７年１月中旬 

業務委託事業者の決定 令和７年１月中旬 

開始準備 決定後～令和７年３月３１日（月） 

 

（１）募集要領に関する質問の受付 

   本募集要領の内容に関する質問を、次のとおり受け付けます。 

  ア 質問書（別添４）に内容を簡潔にまとめて記載し、事務局（田野町教育委員会）まで E メールに

より提出してください。 

  イ 受付期限は、令和６年１１月１８日（月）午後５時までとします。 

（２）質問の回答 

   質問の回答書は、令和６年１１月２２日（金）に E メールにより回答します。なお、電話及び口頭

等の個別対応はいたしません。 

   質疑に対する回答は、実施要領や業務仕様書等の追加又は修正とみなします。 

 

５．様式 

（１）募集要領・・・・・・・・・・・・・・・・・本書 

（２）仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・別添１ 

（３）業者選定基準・・・・・・・・・・・・・・・別添２ 

（４）参加表明書兼参加資格審査申請書・・・・・・別添３ 

（５）質問書・・・・・・・・・・・・・・・・・・別添４ 

（６）見積書・・・・・・・・・・・・・・・・・・別添５ 

（７）経営状況調査表・・・・・・・・・・・・・・別添６ 

 

６．提出書類 

（１）参加表明書兼参加資格審査申請書 

  ア 提出期限 令和６年１２月２０日（金）午後５時 

  イ 提出書類 

    参加表明書兼参加資格審査申請書（別添３）１部 

（２）提案書および見積書 

  ア 提出期限 令和６年１２月２３日（月）～令和６年１２月２７日（金）午後３時 

  イ 提出書類 



  （ア）提案書 

   a  原則として A4 判・縦型・横書き・左綴じとし、ページ番号を付けるとともに、フラットファイ

ルに編冊してください。 

   b 業者選定基準（別添２）の項目番号（１）～（５）について記載すること。 

    章（区分）：（１）～   節（記載項目）：①～ 

   なお、下記の記入例を参考に作成すること。 

【記入例】     ＜表紙＞                  ＜次ページ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 無効（失格）となる企画提案書 

   ⅰ 提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの 

   ⅱ 記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの 

   ⅲ 虚偽の内容が記載されているもの 

   ⅳ 履行不可能な内容が記載されているもの 

   ⅴ 各選考委員の合計得点が総得点の４０％に満たないもの 

  （イ）見積書（別添５） 

   a 見積書は提案限度額以下としてください。 

   b  見積書に記載する委託料の金額は、消費税及び地方消費税を除いて記載してください。 

   c  見積書（別添５）を先頭に、人件費、被服衛生費、消耗品費、管理費等、詳細な積算内訳書を添

付してください。 

   d 見積内容は提案書等と同一のものとし、仕様書に基づき作成してください。 

  （ウ）会社概要 

   a 会社の沿革（設立から現在に至るまでの経緯）、会社の組織（支店、営業所、事務所及び組織図

等）、経営状況調査表（別添６）及び直前の２年分の財務諸表類（損益計算書及び賃借対照表の写

し）をＡ４判フラットファイルに、編冊のうえ、提出すること。なお、会社の沿革及び組織につい

ては、パンフレットでも可とします。 

  ウ 提出部数 

   各１０部（正本：１部・副本：９部） 

  エ 提出方法 

    持参又は郵送により提出してください。ただし、郵送の場合は、書留郵便とし、時間内に到着す

るようにお願いします。 

   ※ 提出書類に不備があった場合は、こちらから連絡するので、指示に従うこと。なお、再提出期

限等の指示に従わない場合は、失格とする。 

令和６年度 

田野町給食センター調理・配送等業務委託に

関する企画提案書 

 

 

 

事業者名 

代表者名 

（１）学校給食に対する基本的な考え方 

①安心・安全でおいしい給食の提供について 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

（２）業務実施体制（人的体制） 

 ①従事者の雇用計画について 

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 



  オ 提案に関する留意事項 

  （ア）学校給食法、食品衛生法、労働基準法等の労働関係法令、その他関連法規及び、学校給食衛生管

理基準（文部科学省）、大量調理施設衛生管理マニュアル（厚生労働省）、その他関連要綱等を遵

守すること。 

  （イ）地域貢献について 

調理業務従事者の雇用について、現在、町の調理業務に従事しているパート職員等地域人材の活

用に関する提案を行うこと。 

（３）参加辞退届 

   参加表明書兼参加資格審査申請書の提出後に辞退をする場合は、参加辞退届（様式は問いません。）

を提出してください。 

（４）提出先 

   〒781-6410 高知県安芸郡田野町 1456 番地 42 田野町教育委員会事務局 

 

７．提案書等の審査 

  田野町給食センター調理・配送等業務委託プロポーザル審査会（以下「審査会」という。）において、

下記の審査を行い総合的に最も優れた事業者の選考を行います。 

（１）提案選考審査 

  ア 審査会は、参加資格を備えた参加事業者を対象に、１事業者ずつプレゼンテーション及びヒアリ

ングによる審査を行います。詳細については別途通知します。 

  ・日 時 令和７年１月上旬予定 

  ・場 所 田野町ふれあいセンター２階多目的会議室予定 

  ・時 間 プレゼンテーションとヒアリングを含めて３０分以内とします。 

  ・出席者 ３名までとします。 

  ・準備物 プレゼンテーションを行う際に、プロジェクター、スクリーン等を使用する場合は、事前

に申し出ること。パソコン等使用する場合は、各自準備してください。 

  ・準備・撤収は、審査前後の１０分間の休憩時間に行ってください。 

  イ 審査を行う順番は、参加表明書兼参加資格審査申請書の受付順とします。 

  ウ 審査委員（出席委員）は、参加事業者ごとに評価項目（別紙「業者選定基準」）により評価点を付

します。 

（２）審査結果の通知及び公表 

   選考結果は、参加事業者全員に通知します。 

（３）委託予定者の決定 

   町は、審査会の審査結果を踏まえて、合計評価点が最も高い参加事業者を、委託予定者として本業

務に係る随意契約の相手方とし、契約交渉を行います。なお、委託予定者と契約が締結しない場合は、

評価点の高い参加事業者から順に契約交渉を行い、合意に達した参加事業者と契約を締結します。 

（４）再募集 

   審査の結果、適切な候補事業者がないときは、「適切な候補事業者なし」として、再募集を行う場合

があります。 

（５）その他 

  ア 企画提案書に記載されていない追加提案は認めません。ただし、企画提案書の内容補足は認めま

す。 

  イ 令和７年度の業務開始までの業務準備等にかかった経費は全て受託事業者の負担とします。 



８．事務局 

  〒781-6410 高知県安芸郡田野町 1456 番地 42 田野町教育委員会事務局 

  TEL：0887-38-2511  FAX：0887-38-7000  E-mail：kyoiku@town.kochi-tano.lg.jp 


